
「千葉市依存症等に関する問題に取り組む民間団体補助金」 

交付の流れ 

 

 

 

 

 

 

                            

 

【申請・お問い合わせ先】 

                                 千葉市 保健福祉局 高齢障害部                               

                                 精神保健福祉課 精神保健福祉班 

                                〒261－8755 

                                 千葉市美浜区幸町 1丁目 3番 9号 

                                                                 千葉市総合保健医療センター2階 

                                 ＴＥＬ 043－238－9980 

準備
•

申請

•

事業実施

報告

•

請求
•

審査 

審査 

審査通過後、「補助金

交付決定通知書」を送

付します。これは請求

時に必要になります

ので、大切に保管して

ください。 

審査通過後、「補助金

交付確定通知書」を送

付します。これは請求

時に必要になります

ので、大切に保管して

ください。 

補助金の交付 

申請書類の作成（申請要件をご確認ください） 
 

□交付申請書（様式１） □事業計画書（様式２） 

□収支予算書（様式３）  

事業途中に計画の変更・中止・廃止が発生した 

場合、書類を提出（軽微な変更は除く） 
 

□変更承認申請書（様式５） 

□中止・廃止承認申請書（様式６） 

補助対象事業完了後、実績報告書類を提出 
 

□実績報告書（様式８）  □補助対象事業報告書（様式９） 

□収支決算書(様式１０）  □領収書や事業の資料 

□補助金交付決定通知書（様式４）のコピー 

□構成員名簿 

確定通知の受領後に補助金請求書類を提出 
 

□補助金交付請求書（様式１２） 

□補助金交付決定通知書（様式４）のコピー 

□補助金確定通知書（様式１１）のコピー 

□千葉市債権者登録届出書 

上記の書類を揃えて、精神保健福祉課へ申請 

審査 

 

 

 

 

 


